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株主優待制度の新設に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日付会社法第370条に基づく取締役会決議に替わる書面決議において、株主優待制度の

導入について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株主優待制度新設の目的 

  株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、より多くの皆

様が中長期的に当社株式を保有することを通して、オルタナティブ投資の魅力を認知していただくこ

とを目的としております。 

 

２．株主優待制度の内容 

（１）対象となる株主様 

毎年 12 月 31 日現在の当社株主名簿に記載又は記録された、100 株（１単元）以上の当社株式を保

有されている株主様を対象といたします。 

 

（２）株主優待の内容 

  次のとおり、QUO カードを対象となる株主様に進呈いたします。 

保有株式数 優待内容 

100株以上 2,000円分のＱＵＯカード  

 

（３）進呈時期 

毎年１回、当社定時株主総会招集通知に同封し、発送いたします。 

 

３．株主優待制度の開始時期と進呈時期 

2024年12月31日時点の株主名簿に記載または記録された100株（１単元）以上の当社株式を保有さ

れている株主様を対象として株主優待制度を開始し、翌年3月中旬に株主優待を進呈いたします。 

以降、毎年12月31日時点の保有株式数に応じて対象株主様を判定し、翌年3月中旬に株主優待を進

呈いたします。 
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（参考）当社グループが運用するオルタナティブ投資について 

 当社グループはマルチストラテジーのファンド運用会社ですが、ファンドにおける主たる投資対象

はプライベート・エクイティ、インフラストラクチャ―、不動産等のオルタナティブ資産になりま

す。オルタナティブ資産は、国内外の株式、債券という伝統的な市場金融商品に対して、長期の投資

期間を必要とし、流動性は劣りますが、投資対象を適切に管理することにより高いリターンが見込ま

れます。 

 欧米を中心とする海外では、オルタナティブ投資に対する理解が進み、投資家のポートフォリオに

おけるオルタナティブ資産の割合が高まっておりますが、日本では海外と比較して、オルタナティブ

投資に対する理解が進んでおらず、社会的には、事業承継などのオルタナティブ投資資金へのニーズ

が高まっているにも関わらず、オルタナティブ投資の浸透は依然として低い水準にあります。 

当社グループでは「ファンドの力で日本の今を変える」をミッションに掲げ、「オルタナティブの

民主化」へ向け、オルタナティブ投資の魅力を認知していただくべく、各種活動を行っております。 

今回の株主優待制度の新設においても、当社株式の保有を通して、より多くの皆様に当社グループ

が運用を行うオルタナティブ投資の魅力を認知いただきたいと考えております。 

 

以 上 


